
中
世
に
お
け
る
宗
像
神
信
仰
の
展
開

野
木　

雄
大

は
じ
め
に

宗
像
大
社
は
沖
津
宮
（
沖
ノ
島
）、
中
津
宮
、
辺
津
宮
の
三
宮
か
ら
な
り
、
天
照
大

神
の
子
で
あ
る
田
心
姫
神
、
湍
津
姫
神
、
市
杵
島
姫
神
︱
宗
像
三
女
神
︱
が
そ
れ
ぞ
れ

の
宮
に
鎮
座
し
て
い
る
。
宗
像
三
女
神
は
胸
形
君
（
宗
像
氏
）
の
祭
る
神
で
あ
り
、「
天

孫
を
助
け
奉
り
、
天
孫
に
祭
か
れ
よ
」
と
い
う
「
神
勅
」
を
賜
り
、
沖
ノ
島
か
ら
朝
鮮

半
島
へ
と
続
く
「
海
北
道
中
」
を
守
護
し
て
い
る
。
宗
像
三
女
神
に
つ
い
て
概
略
を
尋

ね
れ
ば
、お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
回
答
が
返
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
宗
像
三
女
神
は『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』（
以
下
、『
書
紀
』
と
す
る
）
に
登
場
し
、こ
の
よ
う
な
理
解
も
「
記

紀
」
の
記
述
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
認
識
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。『
書
紀
』
に
は
本
文
の
他
に
内

容
の
異
な
る
三
つ
の
異
伝
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、『
古
事

記
』
及
び
『
書
紀
』
の
本
文
だ
け
で
は
な
く
、『
書
紀
』
が
伝
え
る
三
つ
の
異
伝
の
記

述
を
総
合
し
た
内
容
が
、現
在
の
宗
像
三
女
神
に
対
す
る
理
解
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

宗
像
三
女
神
の
理
解
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
中
世
の
辺
津
宮
が
第
一
宮
、
第

二
宮
、
第
三
宮
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
宗
像
三
女
神
が
祭
ら
れ
て

い
た
点
で
あ
る
。
第
一
宮
は
現
在
の
辺
津
宮
本
殿
で
あ
り
、
第
二
宮
、
第
三
宮
も
位
置

は
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
今
も
辺
津
宮
境
内
に
存
在
し
て
い
る
。

現
在
の
沖
津
宮
︱
田
心
姫
神
、
中
津
宮
︱
湍
津
姫
神
、
辺
津
宮
︱
市
杵
島
姫
神
と
い

う
宗
像
三
女
神
と
鎮
座
地
の
組
み
合
わ
せ
は
『
書
紀
』
本
文
の
記
述
に
則
っ
て
い
る
。

本
文
の
内
容
が
採
用
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
近
世
で
は
祭
神
の
鎮
座
地
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の

「
宗
像
宮
末
社
神
名
帳
」
を
始
め
と
し
て
、
辺
津
宮
（
田
島
宮
）
あ
る
い
は
そ
の
第
一

宮
（
現
在
の
辺
津
宮
本
殿
）
の
主
神
を
田
心
姫
神
と
解
釈
す
る
史
料
が
散
見
す
る
の
で

あ
る

（
1
）

。
か
か
る
解
釈
の
理
由
は
、
延
宝
三
年
に
辺
津
宮
の
境
内
が
整
備
さ
れ
、
第

二
宮
と
第
三
宮
が
、
そ
れ
ま
で
田
心
姫
神
を
祭
っ
て
い
た
第
一
宮
の
周
囲
に
移
さ
れ
た

た
め
、
辺
津
宮
全
体
の
主
神
が
田
心
姫
で
あ
る
か
よ
う
な
誤
解
を
生
ん
だ
と
い
う
『
宗

像
神
社
史
』
の
指
摘
が
正
鵠
を
射
て
い
よ
う

（
2
）

。
こ
の
混
乱
は
、
辺
津
宮
の
主
神
が

田
心
姫
で
、
沖
津
宮
の
主
神
も
田
心
姫
の
ま
ま
で
は
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
い
う
理
由

か
ら
沖
津
宮
の
祭
神
を
市
杵
島
姫
と
す
る
説
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。
明
治
以
降
も

祭
神
は
完
全
に
固
定
さ
れ
な
い
時
期
が
続
き
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
官
幣

大
社
昇
格
時
や
昭
和
二
十
七
年（
一
九
五
二
）の
宗
教
法
人
法
に
よ
る「
宗
像
神
社
規
則
」
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で
は
、
祭
神
は
「
多
紀
理
毘
売
命
」「
市
杵
島
比
売
命
」「
田
寸
津
（
田
岐
都
）
比
売
命
」

と
い
う
『
古
事
記
』
の
表
記
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
に
終
止
符
が
打

た
れ
、
祭
神
の
表
記
と
鎮
座
地
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
『
書
紀
』
本
文
が
採
用
さ
れ
る

の
は
、
よ
う
や
く
昭
和
三
十
二
年
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
記
紀
」
の
編
纂
時
か
ら
複
数
の
異
伝
が
存
在
し
て
い
た

宗
像
三
女
神
に
対
す
る
解
釈
は
、近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
長
く
混
乱
が
続
い
て
い
た
。

し
か
し
、
中
世
で
は
、
現
在
と
同
様
の
組
み
合
わ
せ
で
固
定
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
古
代
の
宗
像
三
女
神
を
め
ぐ
る
議
論
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
が
、
中
世
に
お
け
る
宗
像
神
は
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
そ

の
要
因
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
記
紀
」
の
記
述
が
中
世
に
ど
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
た
の
か
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
世
に
お
け
る
宗
像
神
信
仰
の
展
開
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
比
較

宗
像
三
女
神
の
誕
生
は
、
素
戔
嗚
尊
が
天
照
大
神
に
対
し
て
己
の
心
の
清
明
な
る
こ
と

を
証
明
す
る
た
め
に
行
っ
た
「
誓
約
」
と
い
う
「
記
紀
」
で
最
も
著
名
な
場
面
の
一
つ
で

描
か
れ
て
い
る
。「
記
紀
」
の
比
較
は
既
往
の
研
究
で
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
の

宗
像
神
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い

（
3
）

。

【
史
料
一
】『
古
事
記
』
上
巻（
4
）

（
前
略
）
故
爾
、
各
中
置
二
天
安
河
一
而
、
宇
気
布
時
、
天
照
大
御
神
、
先
乞
二
度
建

速
須
佐
之
男
命
所
レ
佩
十
拳
剣
一
、
打
二
折
三
段
一
而
、
奴
那
登
母
々
由
良
邇
〈
此
八

字
以
レ
音
。
下
効
レ
此
。〉
振
二
滌
天
之
真
名
井
一
而
、
佐
賀
美
邇
迦
美
而
、〈
自
レ
佐
下

六
字
以
レ
音
。
下
効
レ
此
。〉於
二
吹
棄
気
吹
之
狭
霧
一
所
レ
成
神
御
名
、多
紀
理
毘
売
命
。

〈
此
神
名
以
レ
音
〉
亦
御
名
、謂
二
奥
津
島
比
売
命
一
。
次
、市
寸
島
比
売
命
。
亦
御
名
、

謂
二
狭
依
毘
売
命
一
。
次
、
多
岐
都
比
売
命
。〈
三
柱
。
此
神
名
以
レ
音
。〉
速
須
佐
男

命
、
乞
下
度
天
照
大
御
神
所
レ
纏
二
左
御
美
豆
良
一
八
尺
勾
璁
之
五
百
津
之
美
須
麻
流

珠
上
而
、
奴
那
登
母
々
由
良
爾
振
二

滌
天
之
真
名
井
一
而
、
佐
賀
美
邇
迦
美
而
、
於
二

吹
棄
気
吹
之
狭
霧
一
所
レ
成
神
御
名
、
正
勝
吾
勝
々
速
日
天
之
忍
穂
耳
命
。（
中
略
）

於
レ
是
、
天
照
大
御
神
、
告
二
速
須
佐
之
男
命
一
、
是
、
後
所
レ
生
五
柱
男
子
者
、
物

実
因
二
我
物
一
所
レ
成
故
、
自
吾
子
也
。
先
所
レ
生
之
三
柱
女
子
者
、
物
実
因
二
汝
物
一

所
レ
成
故
、乃
汝
子
也
、如
此
詔
別
也
。
故
、其
、先
所
レ
生
之
神
、多
紀
理
毘
売
命
者
、

坐
二
胸
形
之
奥
津
宮
一
。
次
、
市
寸
島
比
売
命
者
、
坐
二
胸
形
之
中
津
宮
一
。
次
、
田

寸
津
比
売
命
者
、
坐
二
胸
形
之
辺
津
宮
一
。
此
三
柱
神
者
、
胸
形
君
等
之
以
伊
都
久

三
前
大
神
者
也
。（
後
略
）

【
史
料
二
】『
日
本
書
紀
』
神
代
上
〔
第
六
段
〕
本
文（
5
）

（
前
略
）
于
レ
時
天
照
大
神
復
問
曰
、
若
然
者
、
将
三
何
以
明
二
爾
之
赤
心
一
也
。
対

曰
、
請
与
レ
姉
共
誓
。
夫
誓
約
之
中
、〈
誓
約
之
中
、
此
云
二
宇
気
譬
能
美
難
箇
一
。〉

必
当
レ
生
レ
子
。
如
吾
所
レ
生
是
女
者
、
則
可
レ
以
三
為
有
二
濁
心
一
。
若
是
男
者
、
則

可
レ
以
三
為
有
二
清
心
一
。
於
レ
是
天
照
大
神
乃
索
二
取
素
戔
嗚
尊
十
握
剣
一
、
打
折
為
二

三
段
一
、
濯
二
於
天
真
名
井
一
、　

然
咀
嚼
、〈　

然
咀
嚼
、
此
云
二
佐
我
弥
爾
加
武
一
。〉

而
吹
棄
気
噴
之
狭
霧〈
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
、此
云
二
浮
枳
于
都
屢
伊
浮
岐
能
佐
擬
理
一
。〉
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所
レ
生
神
、
号
曰
二
田
心
姫
一
。
次
湍
津
姫
。
次
市
杵
嶋
姫
。
凡
三
女
矣
。

既
而
素
戔
嗚
尊
乞
二
取
天
照
大
神
髻
・
鬘
及
腕
所
レ
纏
八
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
一
、

濯
二
於
天
真
名
井
一
、　

然
咀
嚼
、
而
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
所
レ
生
神
、
号
曰
二
正
哉
吾

勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
一
。
次
天
穂
日
命
。（
中
略
）
次
天
津
彦
根
命
。（
中
略
）
次

活
津
彦
根
命
。
次
熊
野
櫲
樟
日
命
。
凡
五
男
矣
。
是
時
天
照
大
神
勅
曰
、
原
二
其
物

根
一
、
則
八
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
者
是
吾
物
也
。
故
彼
五
男
神
、
悉
是
吾
児
、
乃
取

而
子
養
焉
。
又
勅
曰
、其
十
握
剣
者
是
素
戔
嗚
尊
物
也
。
故
此
三
女
神
、悉
是
爾
児
、

便
授
二
之
素
戔
嗚
尊
一
。
此
則
筑
紫
胸
肩
君
等
所
レ
祭
神
是
也
。

【
史
料
三
】『
日
本
書
紀
』
神
代
上
〔
第
六
段
〕
第
一
の
一
書

一
書
曰
、（
中
略
）
於
レ
是
日
神
共
二
素
戔
嗚
尊
一
、
相
対
而
立
レ
誓
曰
、
若
汝
心
明

浄
、
不
レ
有
二
凌
奪
之
意
一
者
、
汝
所
レ
生
児
、
必
当
レ
男
矣
。
言
訖
、
先
食
二
所
レ
帯

十
握
剣
一
生
レ
児
。
号
二
瀛
津
島
姫
一
。
又
食
二
九
握
剣
一
生
レ
児
。
号
二
湍
津
姫
一
。
又

食
二
八
握
剣
一
生
レ
児
。
号
二
田
心
姫
一
。
凡
三
女
神
矣
。
已
而
素
戔
嗚
尊
以
二
其
頸
所

レ
嬰
五
百
箇
御
統
之
瓊
一
、
濯
二
于
天
渟
名
井
一
、
亦
名
二
去
来
之
真
名
井
一
、
而
食

レ
之
、
乃
生
レ
児
。（
中
略
）
凡
五
男
神
矣
。
故
素
戔
嗚
尊
既
得
二
勝
験
一
。
於
レ
是
日

神
、
方
知
三
素
戔
嗚
尊
固
無
二
悪
意
一
、
乃
以
二
日
神
所
レ
生
三
女
神
一
、
令
レ
降
二
於

筑
紫
洲
一
。
因
教
之
曰
、
汝
三
神
宜
下
降
二
居
道
中
一
、
奉
レ
助
二
天
孫
一
、
而
為
二
天

孫
一
所
上レ
祭
也
。

【
史
料
四
】『
日
本
書
紀
』
神
代
上
〔
第
六
段
〕
第
二
の
一
書

一
書
曰
、（
中
略
）
誓
約
之
間
、
生
レ
女
為
二
黒
心
一
。
生
レ
男
為
二
赤
心
一
。
乃
掘
二

天
真
名
井
三
処
一
、
相
与
対
立
。
是
時
天
照
大
神
謂
二
素
戔
嗚
尊
一
曰
、
以
二
吾
所
レ

帯
之
剣
一
、
今
当
レ
奉
レ
汝
。
汝
以
二
汝
所
レ
持
八
坂
瓊
之
曲
玉
一
、
可
二
以
授
一レ
予
矣
。

如
此
約
束
、
共
相
換
取
。
已
而
天
照
大
神
則
以
二
八
坂
瓊
之
曲
玉
一
、
浮
二
寄
於
天

真
名
井
一
、
齧
二
断
瓊
端
一
、
而
吹
出
気
噴
之
中
化
二
生
神
一
。
号
二
市
杵
島
姫
命
一
。

是
居
二
于
遠
瀛
一
者
也
。
又
齧
二
断
瓊
中
一
、
而
吹
出
気
噴
之
中
化
二
生
神
一
。
号
二
田

心
姫
命
一
。
是
居
二
于
中
瀛
一
者
也
。
又
齧
二
断
瓊
尾
一
、而
吹
出
気
噴
之
中
化
二
生
神
一
。

号
二
湍
津
姫
命
一
。
是
居
二
于
海
浜
一
者
也
。
凡
三
女
神
。（
後
略
）

【
史
料
五
】『
日
本
書
紀
』
神
代
上
〔
第
六
段
〕
第
三
の
一
書

一
書
曰
、
日
神
与
二
素
戔
嗚
尊
一
隔
二
天
安
河
一
而
相
対
、
乃
立
二
誓
約
一
曰
、
汝
若
不

レ
有
二
姧
賊
之
心
一
者
、
汝
所
レ
生
子
必
男
矣
。
如
レ
生
レ
男
者
、
予
以
為
レ
子
而
令
レ
治
二

天
原
一
也
。
於
レ
是
日
神
先
食
二
其、

十、

握、

剣、
一
、
化
二
生
児
瀛
津
島
姫
命
一
。
亦
名
二
市

杵
島
姫
命
一
。
又
食
二
九
握
剣
一
、
化
二
生
児
湍
津
姫
命
一
。
又
食
二
八
握
剣
一
、
化
二

生
児
田
霧
姫
命
一
。（
中
略
）
其
素
戔
嗚
尊
所
レ
生
之
児
、
皆
已
男
矣
。
故
日
神
方

知
三
素
戔
嗚
尊
元
有
二
赤
心
一
、便
取
二
其
六
男
一
以
為
二
日
神
之
子
一
、使
レ
治
二
天
原
一
、

即
以
二
日
神
所
レ
生
三
女
神
一
者
、
使
レ
降
二
居
于
葦
原
中
国
之
宇
佐
嶋
一
矣
。
今
在
二

海
北
道
中
一
、
号
曰
二
道
主
貴
一
。
此
筑
紫
水
沼
君
等
祭
神
、
是
也
。（
後
略
）

【
史
料
一
】
～
【
史
料
五
】
に
お
け
る
「
誓
約
」
神
話
の
要
素
を
比
較
し
た
の
が
【
表

一
】
で
あ
る
。
身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
素
戔
嗚
が
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
子
神
の
性
別
は
、『
古
事
記
』
で
は
女
神
、『
書
紀
』
で
は
男
神
で
あ
る
（【
表
一
】
１
）。

し
か
し
、「
誓
約
」
で
は
、「
記
紀
」
と
も
に
天
照
が
女
神
、
素
戔
嗚
が
男
神
を
所
生
し
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て
お
り
（【
表
一
】
５
）、
こ
の
ま
ま
だ
と
『
古
事
記
』
で
は
素
戔
嗚
に
邪
心
あ
り
と
判

定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
子
神
を
生
む
た
め
に
使
用
し
た
物
実
の
元
の
所
有
者
を

親
神
と
し
て
認
定
す
る
と
い
う
操
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
物
実
を

交
換
し
、
さ
ら
に
子
神
を
交
換
す
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
（【
表
一
】
３
・
４
）。

と
こ
ろ
が
、
男
神
を
潔
白
の
証
明
と
す
る
『
書
紀
』
本
文
で
は
、『
古
事
記
』
と
同

じ
操
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
素
戔
嗚
が
三
女
神
を
所
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
邪

心
と
判
定
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
物
実
交
換
が
な
さ

れ
る
『
書
紀
』
第
二
の
一
書
で
は
、
子
神
の
交
換
は
行
わ
れ
な
い
た
め
に
、『
書
紀
』

本
文
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
亀
井
輝
一
郎
氏
は
、
奉
斎

氏
族
で
あ
る
胸
形
君
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
た
め
、『
古
事
記
』

に
お
い
て
女
神
の
所
生
に
潔
白
の
証
明
を
置
き
、
あ
え
て
三
女
神
を
国
津
神
た
る
素
戔

嗚
の
子
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る

（
6
）

。

と
こ
ろ
で
、
物
実
の
交
換
・
子
神
の
交
換
と
い
う
行
為
が
、
三
女
神
を
素
戔
嗚
の
子

神
と
す
る
た
め
の
『
古
事
記
』
に
お
け
る
恣
意
的
な
操
作
の
産
物
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

『
書
紀
』
第
二
の
一
書
に
み
え
る
物
実
の
交
換
も
本
来
的
な
要
素
で
は
な
い
こ
と
に
な

る
。
亀
井
氏
は
、
胸
形
君
系
の
所
伝
で
あ
る
Ａ
類
（『
古
事
記
』、『
書
紀
』
本
文
・
第

二
の
一
書
）
と
水
沼
君
系
の
所
伝
で
あ
る
Ｂ
類
（『
書
紀
』
第
一
の
一
書
・
第
三
の
一
書
）

に
分
類
し
て
い
る
が
、親
神
の
認
定
か
ら
み
れ
ば
、三
女
神
を
素
戔
嗚
の
子
と
す
る
『
古

事
記
』・『
書
紀
』
本
文
と
天
照
の
子
と
す
る
『
書
紀
』
第
一
・
第
二
・
第
三
の
一
書
と

に
分
類
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
三
宅
和
朗
氏
は
、『
書
紀
』
の
「
一
書
」
に
は
、（
一
）
省

略
な
し
、（
二
）
前
略
、
後
略
、
前
・
後
略
に
よ
る
省
略
、（
三
）「
云
々
」
に
よ
る
省

略
と
い
う
三
つ
の
分
類
が
あ
っ
た
と
し
、第
三
の
一
書
の「
其、

、

、

、

十
握
剣
」と
い
う
表
現
は
、

古事記
日本書紀

本文 第一の一書 第二の一書 第三の一書

1 素戔嗚の
正邪の判断

出生神＝男神 邪 正 正 正 正

出生神＝女神 正 邪 邪 邪 邪

2 物実
天照 八尺勾璁之五百津之

美須麻流珠
八坂瓊之五百箇御
統

十握剣・九握剣・
八握剣 剣 十握剣・九握剣・

八握剣

素戔嗚 十拳剣 十握剣 五百箇御統之瓊 八坂瓊之曲玉 五百箇統之瓊

3 子神出生前の物実の交換 あり あり なし あり なし

4 子神の交換 あり あり なし なし なし

5 子神を所生した親神
三女神 天照 天照 天照 天照 天照

五 (六 ) 男神 素戔嗚 素戔嗚 素戔嗚 素戔嗚 素戔嗚

6 認定された親神
三女神 素戔嗚 素戔嗚 天照 天照 天照

五 (六 ) 男神 天照 天照 素戔嗚 素戔嗚 素戔嗚→天照

7 三女神の出生順

多紀理毘売命
（奥津島比売命） 田心姫 瀛津島姫 市杵島姫命 瀛津島姫命

市寸島比売命
（狭依毘売命） 湍津姫 湍津姫 田心姫命 湍津姫命

多岐都比売命
（田寸津比売命） 市杵島姫 田心姫 湍津姫 田霧姫命

8 鎮座地 奥津宮・中津宮・
辺津宮 筑紫洲、道中 遠瀛・中瀛・

海浜

9 備考
此三柱神者、胸
形君等之以伊都
久三前大神者也

筑紫胸肩君等所
祭神是也

汝三神宜降居道
中、奉助天孫、
而為天孫所祭也

日神所生三女神者、使
降居于葦原中国之宇佐
島矣。今在海北道中、
号曰道主貴。是筑紫水
沼君等祭神、是也

【表一】「誓約」神話における記紀の比較
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天
照
が
十
握
剣
・
九
握
剣
・
八
握
剣
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
記
述
が
「
前
略
」
と
さ
れ

た
こ
と
の
名
残
で
あ
る
と
す
る

（
7
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
も
、
天
照
の
物
実
を
「
剣
」

と
す
る
第
一
・
第
二
・
第
三
の
一
書
を
同
じ
分
類
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』・『
書
紀
』
本
文
と
い
う
国
家
の
「
正
史
」

の
な
か
で
は
、
三
女
神
は
素
戔
嗚
の
子
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
天
照
の
子
と
い
う
解

釈
は
『
書
紀
』
の
異
伝
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、
中
世
宗
像
社
に
お
け
る
三
女
神
信
仰

「
記
紀
」
に
お
け
る
三
女
神
の
出
生
順
と
鎮
座
地
に
つ
い
て
は
『
宗
像
神
社
史
』
で

詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
と
し
て
、
中
世
宗
像
社
に
お
け
る
宗
像
三

女
神
の
認
識
を
検
討
す
る
た
め
、
十
四
世
紀
前
半
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
宗
像
大

菩
薩
御
縁
起
』
を
参
照
す
る
。

【
史
料
六
】『
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』（

8
）

一（
ア
）三

所
大
菩
薩
最
初
御
誕
生
事

日
本
記（

紀
）第

一
云
、
天
照
大
神
乃
索
二
取
素
盞（

戔
）嗚

尊
十
握
剣
一
、
打
折
為
二
三
段
一
、
濯
二

於
天
真
名
井
一
、
結
然
咀
嚼
、〈
結
然
咀
嚼
、
此
云
二
佐
我
於
弥
爾
加
武
一
。〉
而
吹

棄
気
噴
之
狭
霧
〈
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
、
此
云
二
浮
枳
于
都
屢
伊
浮
岐
能
佐
擬
理
一
。〉

所
生
神
号
曰
二
田
心
姫
。
次
湍
津
姫
。
次
市
杵
嶋
姫
一
。
凡
三
女
矣
。
既
而
素
盞（

戔
）

嗚
尊
乞
二
取
天
照
大
神
髻
鬘
及
腕
所
レ
纏
八
坂
瓊
之
五
百
筒
御
統
一
、
濯
二
於
天
真

名
井
一
、
結
然
咀
嚼
而
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
所
生
神
、
号
曰
二
正
哉
吾
勝
々
速
日
天

忍
穂
耳
尊
。
次
天
穂
日
命
。
次
天
津
彦
根
命
。
次
活
津
彦
根
命
。
次
熊
野
櫲
樟
日

命
一
。
凡
五
男
矣
。
是
時
天
照
大
神
勅
曰
、
原
二
其
物
根
一
、
則
八
坂
瓊
之
五
百
筒

御
統
者
是
吾
物
也
。
故
彼
五
男
神
、
悉
是
吾
児
、
乃
取
而
子
養
焉
。
又
勅
曰
、
其

十
握
剣
者
、
是
素
戔
嗚
尊
物
也
。
故
此
三
女
神
、
悉
是
爾
児
、
便
賜
二
之
素
戔
嗚

尊
一
。
此
則
筑
紫
胷
肩
君
等
所
祭
神
是
也
。

又（
イ
）云

、
書
曰
、
於
是
日
神
共
素
戔
嗚
尊
、
相
対
而
立
誓
曰
、
若
汝
心
悶
浄
不
レ
有
二
凌

奪
之
意
一
者
、
汝
所
生
児
必
当
レ
男
矣
。
言
訖
、
先
食
二
所
帯
十
握
剣
一
、
生
レ
児
号
二
瀛

津
島
姫
一
。
又
食
二
九
握
剣
一
、
生
レ
児
号
二
湍
津
姫
一
。
又
食
二
八
握
剣
一
、
生
レ
児

号
二
田
心
姫
一
。
凡
三
女
神
矣
。
已
而
素
戔
嗚
尊
以
二
其
頸
所
レ
嬰
五
百
筒
御
統
之

瓊
一
、
濯
二
于
天
渟
名
井
一
亦
名
二
去
来
之
真
名
井
一
、
而
食
レ
之
乃
生
レ
児
。（
中
略
）

凡
五
男
神
矣
。
故
素
戔
嗚
尊
既
得
二
勝
験
一
。
於
レ
是
日
神
方
知
三
素
戔
嗚
尊
固
无
二

悪
意
一
、
乃
以
二
日
神
所
生
三
女
神
一
、
令
レ
降
二
於
筑
紫
洲
一
。
因
教
之
曰
、
汝
三

神
宜
下
降
二
居
道
中
一
、
奉
レ
助
二
天
孫
一
、
而
為
二
天
孫
一
所
上レ
祭
也
云
々
。

右（
ウ
）

如
二
日
本
記

（
マ
マ
） 

、
前
後
両
条
之
文
一
者
、
天
照
大
神
並

仁
素
戔
嗚
尊
出
生
御
子
、

陽
神
五
男
者
、
地
神
五
代
之
内

乃
神

土
成

玉
、
陰
神
三
女
神
、
筑
紫
宗
像
之
第
一
・

第
二
・
第
三

乃
三
神

土
成

玉
土

見
利

。

一（
エ
）西

海
道
風
土
記
云
、
宗
像
太
神
自
下
天
二
降
居
崎
門
山
一
之
時
上
、
以
二
青
蕤
玉
一

置
二
奥
宮
之
表
一
、
以
二
八
尺
蕤
紫
玉
一
置
二
中
宮
之
表
一
、
以
二
八
咫
鏡
一
置
二
辺
宮

之
表
一
、
以
二
此
三
表
一
、
成
二
神
躰
形
一
、
納
二
置
三
宮
一
、
即
隠
之
、
因
曰
二
身
形
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郡
一
、
◦
後
人
改
曰
二
宗
像
一
、
共
大
海
命
子
孫
、
今
宗
像
朝
臣
等
是
也
云
々
。

（
中
略
）

「
（
朱
筆
裏
書
）

（
中
略
）
一（

オ
）

云　

、
天
神
之
子
有
二
四
柱
一
、
兄
三
柱
神
教
弟
大
海
命
曰
、
汝
命

者
為
吾
等
三
柱
御
身
之
像
、
而
レ
可
居
二
於
此
地
一
、
便
一
前
居
二
於
奥
宮
一
、
一
前

居
二
於
海
中
一
、
一
前
居
二
於
深
田
村
高
尾
山
辺
一
、
故
号
曰
二
身
像
郡
一
云
々
」

（
中
略
）

一（
カ
）天

照
大
神
十
握
剣
於
嚼
噛
吹
寄

玉
、
所
生
神
三
躰
皇
女
示
現
垂
迹
事
、

人
皇
第
七
代　

孝
霊
天
皇
四
年

仁
自
二
出
雲
州
簸
河
上
一
、
筑
紫
宗
像

仁
御
遷
行

云
々
。〈
一
説

仁
波

自
二
地
神
五
代
之
始
一
、
筑
紫

仁
有
二
御
影
向
一
云
々
。〉

第（
キ
）一

神
者
、
集
二
海
淡
一
築
レ
島
、
示

玉
二
居
於
遠
海
之
息
一
、
未
来
際
可
レ
降
二
伏
異

国
一
之
由
、
有
二
御
誓
一
、
留
二
件
島
一
給
、
則
号
二
息
御
島
一
、
是
日
本
与
二
高
麗
一

中
間
也
。
居

玉
二
遠
瀛
一
是

於
奉
号
二
田
心
姫
一
。

第
二
神
者
、
示

玉
二
居
於
中
海
之
息
一
、
今
号
二
大
島
一
是
也
。
厳
重
奇
瑞
多
之
、
居

玉
二

中
瀛
一
、
是

於
奉
号
二
瑞
（
湍
）津

姫
一
。

第
三
神
者
、
示
居
二
於
海
辺
一
、
今
号
二
田
島
一
是
也
。
居
二

玉
海
浜
一
、
是

於
奉
号
二

市
杵
島
姫
一
。（
後
略
）

　
【
史
料
六
】（
キ
）
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
鎮
座
地
と
三
神

の
組
み
合
わ
せ
は
、
息
御
島
（
沖
ノ
島
）
︱
田
心
姫
、
大
島
︱
湍
津
姫
、
田
島
︱
市
杵

島
姫
で
あ
っ
た
。
ま
た
、（
カ
）
以
下
か
ら
は
、
宗
像
三
女
神
は
天
照
大
神
の
子
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
窺
え
る
。
そ
の
一
方
で
、「
出
雲
州
簸
河
上
」
よ
り
「
筑
紫
宗
像
」

に
遷
行
し
た
と
い
う
の
は
、
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
が
素
戔
嗚
と
の
関
係
性
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
田
島
の
辺
津
宮
は
第
一
宮
、
第
二
宮
、
第
三
宮
を
中
心
に
構
成

さ
れ
、第
一
宮
の
本
社
が
息
御
島
、第
二
宮
の
本
社
が
中
御
島
（
大
島
）
と
さ
れ
る
（『
正

平
二
十
三
年
宗
像
宮
年
中
行
事
』）。
す
な
わ
ち
、
第
一
宮
の
主
神
は
田
心
姫
、
第
二
宮

の
主
神
は
湍
津
姫
で
あ
っ
た

（
9
）

。

田
心
姫
、湍
津
姫
、市
杵
島
姫
と
い
う
順
番
は
『
書
紀
』
本
文
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
ア
）「
三
所
大
菩
薩
最
初
御
誕
生
事
」
で
は
、『
書
紀
』
本
文
を
ほ
ぼ
正
確
に
引
用
し

て
い
る
。
三
女
神
は
、
田
心
姫
、
湍
津
姫
、
市
杵
島
姫
の
順
で
出
生
し
、
素
戔
嗚
の
子

と
し
て
認
定
さ
れ
、「
此
則
筑
紫
胷
肩
君
等
所
祭
神
是
也
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
三
神

の
名
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
第
一
太
神
」「
第
二
太
神
」「
第
三
太
神
」
の
注
記
が
振
ら
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
世
宗
像
社
で
は
宗
像
三
女
神
に
対
す
る
認
識
と
し
て
『
書
紀
』
本
文

の
内
容
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
に
『
書
紀
』
第
一
の
一
書

も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。（
イ
）
で
は
、
三
女
神
が
天
照
の

子
と
さ
れ
、「
汝
三
神
宜
下
降
二
居
道
中
一
、
奉
レ
助
二
天
孫
一
、
而
為
二
天
孫
一
所
上レ
祭
也
」

と
い
う
神
勅
を
賜
っ
て
、「（
海
北
）
道
中
」
に
降
臨
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
受
け
た
（
ウ
）
で
は
、「
前
後
両
条
之
文
者
、
天
照
大
神
並

仁

素
戔
嗚
尊
出
生
御
子
」
と
し
て
、
天
照
と
素
戔
嗚
の
ど
ち
ら
が
三
女
神
の
親
神
と
し
て

認
定
さ
れ
た
の
か
、
本
文
と
第
一
の
一
書
の
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
明
言
を
避
け
、
た
だ
「
陰
神
三
女
神
、
筑
紫
宗
像
之
第
一
・
第
二
・
第
三

乃
三
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神
土

成
玉
土

見
利

」
と
の
み
記
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
古
代
の
胸
形
君
の
流
れ
を
組
む
中
世
の
宗
像
大
宮
司
家
は
、
自
ら

の
一
族
が
宗
像
三
女
神
を
祭
る
淵
源
と
し
て
『
書
紀
』
本
文
の
「
筑
紫
胸
肩
君
等
所
祭

神
是
也
」
と
い
う
文
言
を
重
要
視
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
天

照
の
子
と
し
て
三
女
神
が
「
神
勅
」
を
賜
り
、「（
海
北
）
道
中
」
に
降
臨
し
た
と
す
る

『
書
紀
』
第
一
の
一
書
の
記
述
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
』
で
は
、『
書
紀
』
本
文
を
優
先
し
て
採
用
し
、
三
女
神
と
鎮
座
地
の
組
み
合

わ
せ
も
本
文
に
倣
う
こ
と
に
し
た
が
、
本
文
だ
け
で
は
三
神
は
素
戔
嗚
の
子
と
し
て
認

定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、『
書
紀
』
第
一
の
一
書
も
用
い
て
、
天
照
の
子
と
し
て

神
勅
を
授
か
り
海
北
道
中
に
降
臨
し
た
こ
と
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
本
文

と
第
一
の
一
書
と
が
両
方
引
用
さ
れ
た
理
由
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
『
書
紀
』
本
文
と
第
一
の
一
書
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
『
宗
像

大
菩
薩
御
縁
起
』
の
記
述
は
、「
天
照
大
神
︱
宗
像
三
女
神
︱
神
勅
︱
海
北
道
中
へ
の
降

臨
︱
胸
肩
君
の
奉
斎
」
と
い
う
新
た
な
宗
像
三
女
神
信
仰
の
創
出
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

宗
像
三
女
神
に
対
す
る
認
識
は
、
現
在
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
宗

像
三
女
神
信
仰
は
、『
書
紀
』
の
記
述
を
下
地
に
中
世
段
階
で
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
中
世
に
は
こ
の
認
識
と
は
異
な
る
考
え
方
も
現
れ
て
い
る
。（
エ
）

部
分
は
「
西
海
道
風
土
記
逸
文
」
と
称
さ
れ
、「
宗
像
」
の
語
源
が
「
身
形
」
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
記
紀
」
を
利
用
し
て
、
宗
像
氏
は
後
世
に
大
国
主
命

の
祖
孫
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
が（
10
）

、
宗
像
氏
を
「
大
海
命
子
孫
」
と
す
る
「
西

海
道
風
土
記
逸
文
」
の
記
述
は
、
そ
れ
以
前
の
「
海
部
」
で
あ
っ
た
宗
像
氏
の
古
い
姿

を
示
し
て
い
る
と
い
う（
11
）

。

と
こ
ろ
で
、こ
こ
に
見
え
る
「
崎
門
山
」
に
つ
い
て
、「
崎
門
」
と
は
「
端
（
前
）
處
」

で
あ
り
、
か
つ
て
入
海
だ
っ
た
釣
川
に
面
し
た
辺
津
宮
に
あ
る
宗
像
山
に
比
定
さ
れ
て

い
る

（
12
）

。
し
か
し
、
こ
れ
が
三
女
神
の
降
臨
と
す
る
な
ら
ば
、
最
初
に
降
臨
す
る
場

所
が
沖
津
宮
（
沖
ノ
島
）
で
は
な
く
、辺
津
宮
で
あ
る
の
は
聊
か
不
思
議
で
あ
る
。「
崎

門
山
」
に
降
臨
し
た
宗
像
太
神
は
「
神
躰
形
」
を
三
宮
に
安
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
降

臨
場
所
と
三
宮
は
別
の
場
所
と
考
え
た
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
朱
筆

裏
書
の
（
オ
）
部
分
は
「
後
人
改
曰
二
宗
像
一
」
の
前
に
あ
る
「
◦
」
の
箇
所
に
入
る
。

朱
筆
裏
書
も
「
御
身
之
像
」
を
三
宮
に
安
置
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
降
臨
し
た

の
は
宗
像
神
で
は
な
く
「
大
海
命
」
と
い
う
神
で
あ
り
、
三
宮
に
安
置
し
た
の
は
「
大

海
命
」
の
兄
の
「
三
柱
御
身
之
像
」
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
本
来
、「
崎
門
山
」
に
降

臨
し
た
神
は
、
宗
像
三
女
神
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
書
紀
』
と
は
全
く
異
質
の
「
神
話
」
が
同
じ
縁
起
の
中
に
記
さ
れ
て

い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
章
を
替
え
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
、「
比
売
神
」
降
臨
神
話

宗
像
三
女
神
が
宗
像
の
地
以
外
に
降
臨
し
た
「
神
話
」
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、『
宗

像
宮
創
造
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
七
】『
宗
像
宮
創
造
記
』（
13
）

宗
像
宮
創
造
者
、
人
王
四
十
一
代
光
仁
天
王（

皇
、
以
下
同
）

之
御
宇
、
天
応
二
年

壬子

、
以
二
勅
賜
一
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造
営
、
其
後
醍
醐
天
王
之
御
宇

ニ
、
御
子
中
納
言
清
氏

仁
内
裏
年
中
行
事
悉
皆
給

テ
、

宗
像
之
社
務
職
備
畢
。
其
巳
後
者
、
無
二
絶
事
一
相
続
在
レ
之
。
御
神
之
影
向

ハ
、

孝
霊
天
王
元
年
、
従
二
出
雲
国
一
息

ノ
御
嶋
下
向
、
経
二
数
千
年

ヲ
一
、
宗
像

ニ
影
向
、

先
室
貴
六
岳
垂
レ
跡

ヲ
、
其
時
、
神
祭
様
々
成
、
于
レ
今
当
社
神
拝
遷
留
畢
。（
後
略
）

こ
こ
で
は
、
宗
像
神
が
出
雲
国
か
ら
息
御
嶋
（
沖
ノ
島
）
へ
下
向
し
た
後
、
数
千
年

を
経
っ
て
宗
像
に
影
向
し
、
最
初
に
「
室
貴
六
岳
」
に
降
臨
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
室

貴
六
岳
」
は
、
福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
大
字
室
木
字
若
宮
原
に
鎮
座
し
、
宗
像
三
女
神

を
祭
る
六
嶽
神
社
に
比
定
さ
れ
る
。
六
嶽
神
社
は
『
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』
に
「
宰（

室
）貴

若
宮
」、『
正
平
二
十
三
年
宗
像
宮
年
中
行
事
』
に
「
室
貴
社
」
と
み
え
、
宗
像
社
の
末

社
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る（
14
）

。
こ
の
六
嶽
神
社
は
三
三
八
㍍
の
六
ヶ
岳
の
山
麓
に
鎮

座
す
る
が
、
こ
の
六
ヶ
岳
こ
そ
「
埼
戸
山
」
の
別
名
を
持
つ
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、『
宗
像
神
社
史
』
は
「
西
海
道
風
土
記
逸
文
」
の
「
崎
門
山
」
を
辺
津
宮
の

あ
る
宗
像
山
に
比
定
す
る
が
、
そ
れ
は
「
崎
門
」
を
「
端
（
前
）
處
」
と
解
釈
し
た
た

め
で
、
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。『
宗
像
神
社
史
』
の
解
釈
は
、「
記
紀
」

の
記
述
に
基
づ
き
、
宗
像
三
女
神
の
降
臨
地
は
三
宮
以
外
に
な
い
と
い
う
先
入
観
に

よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
西
海
道
風
土
記
逸
文
」
の
「
崎
門
山
」
と
『
宗

像
宮
創
造
記
』
の
「
室
貴
六
岳
」
と
は
、
同
じ
降
臨
地
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

お
そ
ら
く
「
崎
門
山
」
＝
「
室
貴
六
岳
」
へ
の
降
臨
神
話
は
同
じ
起
源
の
神
話
で
あ

り
、「
大
海
命
」
の
降
臨
神
話
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
宗
像
三
女
神

と
は
無
関
係
の
全
く
異
質
の
神
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』（
カ
）

や
『
宗
像
宮
創
造
記
』
に
は
、
宗
像
三
女
神
が
出
雲
国
か
ら
遷
幸
し
た
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
『
古
事
記
』
と
『
書
紀
』
本
文
に
素
戔
嗚
の
子
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
素
戔
嗚
と
の
関
係
性
を
示
す
神
話
と
「
大
海
命
」
の
降
臨
神
話

が
混
合
し
、
宗
像
三
女
神
の
降
臨
神
話
と
し
て
、『
書
紀
』
本
文
・
第
一
の
一
書
を
基

と
す
る
神
話
の
体
系
と
は
異
質
の
物
語
が
紡
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
に
沖
ノ
島
あ
る
い
は
宗
像
以
外
の
地
に
三
女
神
が
降
臨
し
た
こ
と
を
伝
え
る
縁
起

と
し
て
、『
鎮
西
彦
山
縁
起
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
八
】『
鎮
西
彦
山
縁
起
』（
以
下
、「
彦
山
縁
起
」
と
略
す
）（
15
）

（
前
欠
）
[　

]天
槃
[　

]時
素
戔
鳴
[　

]与
二
姉
日
神
一
誓
約
、
我（

ク
）

無
二
黒
心
一
必
当
生

子
如
[　

]女
則
為
有
濁
[　

]有
清
心
。
於
レ
是
日（

ケ
）神

策
二
取
素
戔
鳴
尊
十
握
釼
一
而
化
二

生
神
一
号
曰
二
田
心
姫
・
湍
津
姫
・
市
杵
島
姫
一
。
凡
三
女
矣
。
素
[　

]乞
二
取
日
神

八
坂
瓊
一
化
生
神
号
曰
二
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳
尊
・
天
穂
日
命
・
天
津
彦

根
命
・
活
津
彦
根
命
・
熊
野
櫲
樟
日
命
一
。
凡
五
男
矣
。
是
時
日（

コ
）

神
勅
曰
原
二
其

物
根
一
則
八
坂
瓊
者
是
吾
物
也
。
彼
五
男
神
悉
是
吾
児
也
。
取
而
子
養
焉
。
十
握

釼
者
是
弟
物
也
。
此
三
女
神
悉
是
爾
児
也
。
便
授
二
之
於
素
戔
鳴
尊
一
日
神
在
二
天

宮
一
也
。
勅
曰
葦
原
中
国
[　

]吾
子
孫
可
レ
王
二
之
地
方
一
、
当
■
吾
児
天
忍
穂
耳
尊
、

則
娶
二
高
皇
産
[　

]拷
幡
千
々
姫
一
為
レ
妃
、
則
以
三
種
神
[　

]之
及
天
児
屋
命
等
五

神
為
二
陪
従
一
、
既
而
且
降
之
間
[　

]生
児
号
二
天
津
彦
火
瓊
々
杵
尊
忍
穂
耳
尊
一
。
乃

奏
言
僕
将
降
之
間
、
生
子
請
以
二
此
代
一
己
降
焉
。
日
[　

]故
以
二
天
児
屋
命
・
天
太

玉
命
及
諸
部
神
等
一
悉
皆
相
二
授
且
服
御
之
物
一
一
依
二
前
授
一
。
然
後
忍
穂
[　

]天

瓊
々
杵
尊
降
二
到
於
日
向
高
千
穂
之
峯
一
。
於（

サ
）レ

是
日
神
方
知
三
素
戔
鳴
尊
固
無
二
悪

意
一
。
乃
以
[　

]女
神
令
レ
降
二
於
筑
紫
洲
一
。
因
教
之
曰
、
汝
三
神
宜
下
降
二
居
道
中
一
、
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奉
レ
助
二
天
孫
一
而
為
二
天
孫
一
所
上
レ
祭
也
。
此（

シ
）三

女
神
奉
二
[　

]勅
一
降
二
宇
佐
島
一
後

移
二
此
山
一
焉
。
爰（

ス
）

大
己
貴
神
更
娶
二
田
心
姫
命
・
湍
津
姫
命
一
為
レ
妃
、
鎮
二
坐
此

山
北
領
一
因
称
二
北
山
一
。
地
主
市
杵
島
姫
命
鎮
二
坐
于
山
之
中
層
一
也
。
于
レ
時
天

忍
穂
耳
尊
霊
為
二
一
鷹
一
自
レ
東
飛
来
止
二
于
此
峯
一
後
、
移
二
八
角
真
霊
石
上
一
。
於

レ
此
大
己
貴
命
献
二
北
嶽
於
忍
穂
耳
命
一
、自
率
二
田
心
・
湍
津
二
妃
一
降
二
居
山
腹
一
日

子
号
。
因
レ
茲
樹
為
、
爾
後
三
女
移
二
宗
像
宮
一
、
大
己
貴
神
遷
二
許
斐
山
一
也
。
又

伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
[　

]飛
来
止
二
于
此
山
一
、
伊
弉
諾
尊
移
二
中
嶽
一
、
伊
弉
冉

尊
移
二
南
嶽
一
、
三
鷹
変
二
作
石
像
一
頭
身
足
翅
皆
[　

]在
二
其
処
一
。
謂
二
一
二
三
鷹

栖
一
者
即
是
也
。（
後
略
）

「
彦
山
縁
起
」
で
は
、
天
照
が
素
戔
嗚
の
十
握
剣
を
物
実
と
し
て
（
物
実
の
交
換
）、

田
心
姫
、
湍
津
姫
、
市
杵
島
姫
の
順
で
三
女
神
を
生
ん
だ
が
（
傍
線
部
ケ
）、
物
実
の

所
有
者
が
親
神
と
し
て
認
定
さ
れ
た
た
め
（
子
神
の
交
換
）、
三
女
神
は
素
戔
嗚
の
子

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
部
コ
）。
欠
字
が
あ
る
が
、
お
そ
く
ら
く
女
神

の
出
生
を
邪
と
し
、
男
神
の
出
生
を
正
と
す
る
誓
約
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
傍
線
部

ク
）。
こ
れ
は
『
書
紀
』
本
文
の
内
容
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
天
忍
穂
耳
尊
を
主
祭
神

と
す
る
彦
山
で
は
、天
忍
穂
耳
尊
以
下
の
五
男
神
が
天
照
の
子
と
認
定
さ
れ
る
『
書
紀
』

本
文
は
縁
起
を
製
作
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
彦
山
縁
起
」
で
は
、
誓
約
神
話
に
続
い
て
、
瓊
々
杵
尊
に
よ
る
「
高
千
穂
之
峯
」
へ

の
降
臨
、
い
わ
ゆ
る
「
天
孫
降
臨
」
神
話
が
あ
り
、
そ
の
直
後
に
『
書
紀
』
第
一
の
一

書
の
内
容
で
あ
る
宗
像
三
女
神
の
「
筑
紫
洲
」
へ
の
降
臨
及
び
天
照
の
神
勅
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
（
傍
線
部
サ
）。
正
確
に
『
書
紀
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
欠
字
の
部
分
は

「（
以
）
二
日
神
所
レ
生
三
（
女
神
）一
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

「
彦
山
縁
起
」
は
、
宗
像
三
女
神
が
「
宇
佐
島
」
に
降
り
た
後
、「
此
山
」
＝
彦
山
に
移
っ

た
と
い
う
（
傍
線
部
シ
）。
宗
像
三
女
神
が
最
初
「
宇
佐
島
」
に
降
臨
し
た
と
す
る
の
は

『
書
紀
』
第
三
の
一
書
で
あ
る
が
、こ
れ
は
宗
像
社
系
の
縁
起
で
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
の
一
書
は
、三
女
神
を
天
照
の
子
と
す
る
こ
と
は
第
一
・
第
二
の
一
書
と
同
様
だ
が
、

三
女
神
が
「
葦
原
中
国
之
宇
佐
嶋
」
に
降
臨
し
、今
は
「
海
北
道
中
」
に
い
て
「
道
主
貴
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
、「
筑
紫
水
沼
君
等
」
が
こ
れ
を
祭
っ
て
い
る
と
す
る
点

に
他
の
異
伝
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。「
彦
山
縁
起
」
が
自
ら
の
由
緒
を
主
張
す

る
た
め
に
は
『
書
紀
』
本
文
の
記
述
だ
け
で
事
足
り
た
は
ず
で
あ
る
。
第
一
・
第
三
の

一
書
を
持
ち
だ
す
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
彦
山
縁
起
」
で
は
「
宇
佐
島
」
に
降
臨
し
た
宗
像
三
女
神
は
彦
山
に
移
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
大
己
貴
神
が
田
心
姫
と
湍
津
姫
を
妻
と
し
て
「
北
山
（
北
嶺
・
北
嶽
）」

に
鎮
座
し
た
が
、天
忍
穂
耳
尊
が
鷹
と
な
っ
て
飛
ん
で
来
た
の
で
、大
己
貴
神
は「
北
嶽
」

を
天
忍
穂
耳
尊
に
譲
っ
て
田
心
姫
・
湍
津
姫
と
と
も
に
山
腹
に
移
り
「
日
子
」
と
号
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
（
傍
線
部
ス
）。
三
女
神
は
そ
の
後
で
宗
像
宮
へ
と
移
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、「
彦
山
縁
起
」
が
わ
ざ
わ
ざ
宗
像
三
女
神
と
彦
山
と
の
関
係
性
を
強
調

し
た
の
は
、「
日
神
（
天
照
）
の
子
」
＝
「
日
子
」
で
あ
る
三
女
神
が
鎮
座
し
て
い
た

こ
と
を
「
彦
山
」
の
名
前
の
由
来
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、「
彦
山
縁
起
」
は
、
第
一
の
一
書
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
本
文
で
は
素

戔
嗚
の
子
と
し
て
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
宗
像
三
女
神
を
天
照
の
子
と
し
て
位
置
付
け
、

さ
ら
に
「
神
勅
」
に
よ
る
降
臨
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
、

第
三
の
一
書
を
根
拠
に
最
初
の
降
臨
地
を
「
宇
佐
島
」
と
す
る
こ
と
で
、
宗
像
三
女
神
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が
宗
像
宮
に
移
る
以
前
に
彦
山
に
鎮
座
し
て
い
た
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る（
16
）

。

「
宇
佐
島
」
は
宗
像
の
海
上
と
す
る
説
と
豊
前
国
宇
佐
郡
と
す
る
説
と
が
有
力
だ
が
、

他
に
筑
後
国
三
潴
郡
、
鬱
陵
島
と
す
る
説
な
ど
も
あ
る
。『
宗
像
神
社
史
』
は
、
豊
前
の

宇
佐
が
「
宇
佐
島
」
と
呼
称
さ
れ
た
典
拠
が
な
い
こ
と
か
ら
宇
佐
郡
説
を
退
け
る
が
、「
宇

佐
島
」
を
宗
像
の
海
上
に
あ
る
島
と
し
て
沖
ノ
島
あ
る
い
は
大
島
に
比
定
し
つ
つ
、
こ

れ
も
一
つ
の
憶
測
で
あ
る
と
慎
重
な
態
度
を
と
る

（
17
）

。
し
か
し
、「
宇
佐
島
」
に
降
臨

さ
せ
る
こ
と
で
、宗
像
三
女
神
が
彦
山
に
来
た
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
す
る「
彦
山
縁
起
」

が
「
宇
佐
島
」
を
沖
ノ
島
あ
る
い
は
大
島
と
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
海
北
道
中
」
が
北
部
九
州
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
の
海
域
を
指
し
て

い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
宇
佐
島
」
の
比
定
地
は
、
宗
像
三
女
神
の
降
臨
地
と

し
て
、
宗
像

︱
具
体
的
に
は
、
沖
ノ
島
、
大
島
、
田
島
の
三
宮

︱
以
外
を
想
定
す
る

か
否
か
と
い
う
点
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
三
女
神
の
降
臨
地
は
宗
像
で
あ
る
と
い
う
先
入

観
を
捨
て
、
宗
像
以
外
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、「
宇
佐
島
」
を
豊
前
の
宇
佐
と
解

釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
田
中
史
生
氏
は
、「
宇
佐
」
は
豊
前
の
宇
佐
で
、「
嶋
」
は

国
東
の
姫
島
以
外
に
想
定
で
き
な
い
と
し
、『
書
紀
』
第
三
の
一
書
成
立
の
背
景
と
し
て
、

姫
島
に
は
渡
来
系
の
ヒ
メ
コ
ソ
信
仰
が
あ
り
、
筑
後
の
ヒ
メ
コ
ソ
伝
承
地
を
勢
力
圏
と
す

る
水
沼
君
が
ミ
ヤ
ケ
の
開
発
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
宗
像
と
ヒ
メ
コ
ソ
信
仰
を

独
自
に
結
び
付
け
た
と
す
る
興
味
深
い
説
を
出
し
て
い
る

（
18
）

。
ま
た
、
彦
山
の
天
忍
穂
耳

尊
は
、
渡
来
系
と
考
え
ら
れ
る
香
春
岳
の
忍
骨
神
を
勧
請
し
た
と
す
る
見
解
も
あ
る

（
19
）

豊
前
国
に
お
け
る
渡
来
系
の
神
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
宇
佐
の
八
幡
神
で
あ
る
。

八
幡
神
は
応
神
天
皇
と
習
合
し
、
現
在
の
宇
佐
神
宮
に
は
、
一
之
御
殿
に
誉
田
別
尊
（
応

神
天
皇
）、
二
之
御
殿
に
比
売
大
神
、
三
之
御
殿
に
神
功
皇
后
（
息
長
帯
姫
命
）
が
祭
ら

れ
て
い
る
。「
比
売
大
神
」
は
宗
像
三
女
神
説
、
玉
依
姫
説
、
豊
玉
比
売
説
、
宇
佐
の
地

主
神
説
な
ど
十
数
も
の
諸
説
が
あ
る
が
、
現
在
は
宗
像
三
女
神

︱
多
岐
津
姫
命
・
市
杵

嶋
姫
命
・
多
紀
理
姫
命

︱
と
さ
れ
て
い
る
。「
比
売
大
神
」
は
特
定
の
名
を
冠
し
な
い

神
で
あ
り
、
新
羅
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
境
界
神
で
あ
る
宗
像
三
女
神
の
要
素
が
取

り
入
れ
ら
れ
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
新
た
に
祭
祀
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
20
）

。

八
幡
神
と
並
ん
で
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
天
平
三
年
か
も
し
れ
な
い
が
、
比

売
大
神
の
起
源
は
八
幡
神
以
前
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。『
古
事
記
』
中
巻
で
は
、
神

武
東
征
の
途
中
で
「
豊
国
宇
沙
」
に
立
ち
寄
り
、「
宇
沙
都
比
古
」「
宇
沙
都
比
売
」
に

出
会
っ
た
と
あ
る
。『
書
紀
』
で
は
、「
菟
狭
国
造
」
の
祖
と
し
て
「
菟
狭
津
彦
」「
菟

狭
津
媛
」
が
お
り
、「
菟
狭
川
上
」
に
「
造
二
一
柱
騰
宮
一
而
奉
レ
饗
焉
」
と
い
う
。
ま
た
、

「
宇
佐
氏
系
図
」
で
は
、
宇
佐
川
上
流
に
「
天
三
降
命
」（
宗
像
三
女
神
）
を
祭
る
と
し

て
い
る
。
八
幡
神
に
つ
い
て
記
し
た
最
古
の
史
料
で
あ
る
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
の
大

神
清
麻
呂
解
状
（
弘
仁
十
二
年
八
月
官
符
に
引
用
）
や
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
の
奥

書
の
あ
る
『
宇
佐
八
幡
宮
彌
勒
寺
建
立
縁
起
』
で
は
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
応
神
天
皇

の
霊
が
宇
佐
郡
馬
城
峰
に
現
れ
、
そ
の
後
、
鷹
居
社
（
鷹
居
瀬
社
）
を
建
立
し
て
祭
っ

た
と
さ
れ
る
。『
宇
佐
八
幡
宮
彌
勒
寺
建
立
縁
起
』
に
は
、「
比
咩
大
御
神
前
住
二
国
加

都
一
玉
依
比
咩
命
也
。
又
住
二
都
麻
垣
一
比
咩
大
御
神
也
。
本
坐
二
宇
佐
郡
安
心
別
倉
東

方
高
岳
一
也
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
野
幡
能
氏
は
、
宇
佐

で
は
、国
造
の
宇
佐
君
が
馬
白
峰
を
聖
な
る
山
と
し
て
「
ウ
サ
ツ
ヒ
コ
」「
ウ
サ
ツ
ヒ
メ
」

を
祭
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
大
神
氏
の
八
幡
神
が
入
り
込
ん
だ
た
め
に
、
宇
佐
氏
は
宇

佐
川
の
川
上
に
ま
す
「
宇
佐
明
神
」
あ
る
い
は
「
ヒ
メ
神
」
を
祖
神
と
す
る
こ
と
と
な
っ
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た
。
そ
し
て
、
宇
佐
氏
の
祖
先
神
は
、
大
和
朝
廷
の
統
一
後
、
い
つ
し
か
宗
像
三
女
神

に
転
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
21
）

。
ま
た
、
宇
佐
神
宮
の
旧
神
体
と
さ
れ
る
木

造
僧
形
八
幡
神
坐
造
と
二
躯
の
木
造
女
神
坐
像
（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）
を
所
蔵
し
、

宇
佐
神
宮
と
関
係
の
深
い
八
幡
奈
多
宮
で
も
比
売
大
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
奈
多
海
岸

の
沖
合
に
は
市
杵
島
と
い
う
小
島
が
あ
り
、
八
幡
奈
多
宮
の
元
宮
と
さ
れ
、
比
売
大
神

は
最
初
こ
の
市
杵
島
に
降
臨
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

推
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
豊
前
国
、
特
に
宇
佐
地
域
で
は
、
か
つ
て
宗
像
三
女
神
や
天

孫
と
は
全
く
異
な
る「
ヒ
メ
神
」に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の「
ヒ

メ
神
」
は
渡
来
系
の
神
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
宇
佐
地
域
の
「
ヒ
メ
神
」
信
仰
が
、「
書

紀
」
の
編
纂
過
程
で
宗
像
三
女
神
神
話
と
し
て
中
央
の
神
話
体
系
に
取
り
込
ま
れ
た
た
め
、

「
宇
佐
島
」
降
臨
神
話
を
有
す
る
第
三
の
一
書
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
中
世
に
な
る
と
、
こ
の
第
三
の
一
書
を
根
拠
と
し
て
、
宗
像
以
外
の
地
に
最

初
に
三
女
神
が
降
臨
し
た
と
い
う「
神
話
」が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
が
宗
像
地
域
で
は
、「
西

海
道
風
土
記
逸
文
」
及
び
『
宗
像
宮
創
造
記
』
の
「
崎
門
山
」
＝
「
室
貴
六
岳
」
へ
の
降

臨
と
な
り
、
一
方
、
彦
山
で
は
宇
佐
島
降
臨
後
に
彦
山
に
移
り
、
さ
ら
に
宗
像
へ
移
っ
た

と
い
う
「
神
話
」
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
書
紀
』
本
文
・
第
一
の

一
書
に
よ
っ
て
中
世
宗
像
社
が
創
り
上
げ
た
宗
像
三
女
神
信
仰
と
は
全
く
異
質
の
三
女
神

信
仰
が
、
筑
前
国
の
鞍
手
を
西
限
と
し
て
そ
れ
よ
り
東
側
の
豊
前
国
一
帯
に
広
が
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
や
は
り
宇
佐
神
宮
で
あ
ろ
う
。
中
世

に
お
け
る
宗
像
三
女
神
信
仰
は
、
宗
像
社
が
主
張
す
る
一
つ
の
信
仰
体
系
だ
け
で
は
な
く
、

記
紀
成
立
以
前
の
信
仰
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
継
承
し
な
が
ら
、
宗
像
と
宇
佐
と
で
並
立
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
か
つ
て
宇
佐
を
中
心
に
「
ヒ
メ
神
」

信
仰
が
存
在
し
て
お
り
、
中
世
に
『
書
紀
』
第
三
の
一
書
に
基
づ
い
て
、
宗
像
社
の
三

女
神
信
仰
と
は
異
な
る
独
自
の
三
女
神
降
臨
神
話
が
作
ら
れ
、
豊
前
国
一
帯
で
信
仰
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
「
ヒ
メ
神
」
信
仰
が
、
中
世
宗
像
社
が
創
出
し
た

三
女
神
信
仰
に
比
肩
す
る
ほ
ど
普
及
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
宇
佐
宮
や
彦
山
の

事
例
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
信
仰
の
上
で
宗
像
社
が
宇
佐
宮
あ
る
い
は
彦
山
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
ヒ
メ
神
」
信
仰
が
起
源
と
考
え
ら
れ
る
宗
像
以

外
の
地
へ
の
降
臨
伝
承
が
宗
像
社
の
縁
起
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
宗
像

社
に
と
っ
て
の
「
異
伝
」
を
わ
ざ
わ
ざ
縁
起
に
掲
載
し
た
こ
と
に
、
か
か
る
信
仰
の
広

が
り
と
当
時
の
信
仰
の
多
様
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
互
い
に
影
響
を

与
え
合
い
な
が
ら
並
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

記
紀
以
来
、
宗
像
三
女
神
は
決
し
て
画
一
的
に
固
定
さ
れ
た
信
仰
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
日
本
に
お
け
る
「
神
」
の
特
徴
を
示
す
良
い
事
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
時
代
や
地
理

的
環
境
、
立
場
な
ど
に
応
じ
て
信
仰
の
内
容
は
変
化
し
続
け
て
い
る
が
、
三
女
神
に
対
す

る
崇
敬
の
心
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
福
岡
県
文
化
財
保
護
課
）

註（
1
） 

矢
野
儀
則
「
宗
像
事
跡
考
」、
貝
原
益
軒
『
筑
前
国
続
風
土
記
』『
宗
像
三
社
縁
起
』、
貝
原

常
春
「
奥
津
宮
大
略
」、『
宗
像
記
』、享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
寺
社
奉
行
へ
の
上
書
控
、
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加
藤
一
純
等
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
な
ど
。
詳
細
は
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
二
五

四
～
二
五
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
二
五
七
～
二
五
八
頁
。

（
3
） 『
日
本
書
紀
』
第
七
段
第
三
の
一
書
は
、
宗
像
三
女
神
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い

の
で
省
略
す
る
。

（
4
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』、
小
学
館
。

（
5
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
第
１
巻
、
小
学
館
。

（
6
）
亀
井
輝
一
郎
「
古
代
の
宗
像
氏
と
宗
像
信
仰
」（「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
世
界

遺
産
推
進
会
議
編
『「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
』
Ⅰ
、
二
〇
一
一
年
）。

本
稿
で
引
用
す
る
亀
井
氏
の
指
摘
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
7
）
三
宅
和
朗
「
神
代
紀
の
基
礎
的
考
察
」（『
記
紀
神
話
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
四
年
）。

（
8
）『
宗
像
大
社
文
書
』第
三
巻
。
な
お
、原
史
料
に
は
送
り
仮
名
と
返
り
点
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

便
宜
上
、
送
り
仮
名
は
省
略
し
、
返
り
点
は
筆
者
が
付
け
直
し
た
。

（
9
） 『
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
第
一
宮
は
田
心
姫
が
主
神
と
し
て
中
央
に
座
し
、
左
に

湍
津
姫
、
右
に
市
杵
島
姫
が
鎮
座
し
て
い
る
。
同
様
に
第
二
宮
は
中
央
に
湍
津
姫
、
左
に
田

心
姫
、
右
に
市
杵
島
姫
、
第
三
宮
は
中
央
に
市
杵
島
姫
、
左
に
田
心
姫
、
右
に
湍
津
姫
が
座
す
。

（
10
） 『
古
事
記
』
で
は
大
国
主
命
が
多
紀
理
毘
売
命
を
娶
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
撰
姓
氏
録
』
で

は
宗
像
氏
は
大
国
主
命
の
裔
と
称
し
て
い
る
。

（
11
）
鳥
越
憲
三
郎
『
出
雲
神
話
の
誕
生
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
は
一
九
六
六
年
）、

二
三
七
～
二
四
五
頁
。

（
12
） 『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
。

（
13
） 『
宗
像
大
社
文
書
』
第
三
巻
。

（
14
） 

た
だ
し
、「
宰
貴
（
室
貴
）
若
宮
」
は
、
同
じ
大
字
室
木
の
小
字
若
宮
原
に
あ
る
八
幡
神
社

が
そ
の
旧
社
で
あ
る
と
さ
れ
る
（『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
六
九
七
頁
）。
若
宮
八
幡
は
現

在
六
嶽
神
社
内
に
移
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 『
英
彦
山
総
合
調
査
報
告
書
（
資
料
編
）』（
添
田
町
教
育
委
員
会
編
、
二
〇
一
六
年
）。『
英

彦
山
総
合
調
査
報
告
書
（
本
文
編
）』（
添
田
町
教
育
委
員
会
編
、
二
〇
一
六
年
）
で
は
、

「
彦
山
縁
起
」
は
元
亀
三
年
（
一
五
七
三
）
に
「
旧
本
頗
有
蟲
食
錯
簡
故
」
に
旧
本
を
写
し

た
と
あ
り
、
建
保
元
年
（
一
二
一
四
）
に
成
立
し
た
「
彦
山
流
記
」
を
遡
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
一
五
二
頁
）。
な
お
、
山
号
は
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
霊
元
法
皇

の
院
宣
に
よ
り
「
英
」
の
字
が
与
え
ら
れ
て
以
降
「
英
彦
山
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
稿
は
中
世
の
記
述
で
あ
る
た
め
、
元
の
表
記
で
あ
る
「
彦
山
」
で
統
一
す
る
。

（
16
）
現
在
の
英
彦
山
神
宮
の
中
津
宮
で
は
宗
像
三
女
神
が
祭
ら
れ
て
お
り
、
中
世
以
来
、
宗
像

神
に
対
す
る
信
仰
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
17
）『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
一
〇
二
～
一
〇
四
頁
。
こ
こ
で
は
「
宇
佐
島
」
及
び
「
海
北
道
中
」

に
つ
い
て
の
諸
説
を
簡
潔
に
整
理
し
て
い
る
。

（
18
）
田
中
史
生
「
宗
像
・
沖
ノ
島
か
ら
み
た
九
州
と
倭
王
権
」（
第
五
回
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連

遺
産
群
」
世
界
遺
産
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
沖
ノ
島
と
海
を
越
え
た
古
代
の
交
流
」、二
〇
一
五
年
）

（
19
） 『
英
彦
山
総
合
調
査
報
告
書
（
本
文
編
）』（
前
掲
）、
三
〇
六
頁
。

（
20
） 

飯
沼
賢
司
『
八
幡
神
と
は
な
に
か
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
は
二
〇
〇
四
年
）、
四

一
～
四
四
頁
。
な
お
、
飯
沼
氏
は
、
八
幡
神
に
つ
い
て
、
豊
前
か
ら
大
隅
に
入
植
し
た
渡
来
系

の
人
々
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
特
定
の
氏
神
と
し
て
で
は
な
く
、
国
境
の
神
と
し
て
国
家
政
策

の
中
で
政
治
的
に
登
場
し
た
特
異
な
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
同
書
、
一
四
～
二
二
頁
）。

（
21
） 

中
野
幡
能
『
八
幡
信
仰
』（
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
三
四
～
三
六
・
四
一
～
四
三
頁
。
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